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○ 発 行 者 に よ る 上 場 株 券 等 の 公 開 買 付 け の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 六 年 大 蔵 省 令 第 九 十 五 号）

改 正 案 現 行

第一号様式 第一号様式

公開買付による買付け等の通知書 公開買付による買付け等の通知書

殿 殿

平成 年 月 日 平成 年 月 日

公開買付者（１）氏名又は名称 ㊞ 公開買付者（１）氏名又は名称 ㊞

住所又は所在地 住所又は所在地

１ 公開買付けの状況(2) １ 公開買付けの状況(2)

上場株券等の種 応募上場株券等 買付等をする上場株券等 返還する上場株券等の数 上場株券等の種 応募上場株券等 買付等をする上場株券等 返還する上場株券等の数

類 の数の合計 の数の合計 の合計 類 の数の合計 の数の合計 の合計

２ 応募上場株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合の理由(3) ２ 応募上場株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合の理由(3)

３ 応募に関して買付け等をする上場株券等又は返還する上場株券等(4) ３ 応募に関して買付け等をする上場株券等又は返還する上場株券等(4)

買付け等 応募上場 応募上場 買付け等 買 付 代 金 等 買付け等 応募上場 応募上場 買付け等 買 付 代 金 等

をする上 株券等の 株券等の をする上 をする上 株券等の 株券等の をする上

場株券等 種類 数 場株券等 買付け等の 買付け等の 対価とする 場株券等 種類 数 場株券等 買付け等の 買付け等の 対価とする

の数 価格 代金 有価証券等 の数 価格 代金 有価証券等

計 計

計算方法 計算方法

返還する 上場株券等の種類 上 場 株 券 等 の 数 返 還 の 方 法 返還する 上場株券等の種類 上 場 株 券 等 の 数 返 還 の 方 法

上場株券 上場株券

等 等

４ 決済の方法(5) ４ 決済の方法(5)

買付け等の決済をする証券会社 名称 買付け等の決済をする証券会社 名称

又は銀行等 又は銀行等



本店の所在地 本店の所在地

決 済 の 開 始 日 平成 年 月 日 決 済 の 開 始 日 平成 年 月 日

決 済 の 方 法 決 済 の 方 法

決 済 の 場 所 決 済 の 場 所

（記載上の注意） （記載上の注意）

（１） 公開買付者 （１） 公開買付者

第２条第３項に規定する電磁的方法により当該通知書に記載すべき事項を提供する場合 第２条第３項に規定する電磁的方法により当該通知書に記載すべき事項を提供する場合

は、公開買付者の印は省略することができる。 は、公開買付者の印は省略することができる。

（２） 公開買付けの状況 （２） 公開買付けの状況

株券等が株券である場合は、株式の種類ごとに記載すること。 株券等が株券である場合は、株式の種類ごとに記載すること。

（３） 応募上場株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合の理由 （３） 応募上場株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合の理由

応募上場株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合には、その理由として、法第 応募上場株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合には、その理由として、法第

２７条の２２第２項の規定において準用する法第２７条の１３第４項の規定により公開買 ２７条の２２第２項の規定において準用する法第２７条の１３第４項の規定により公開買

付開始広告及び公開買付届出書において記載した応募上場株券等の全部又は一部の買付け 付開始広告及び公開買付届出書において記載した応募上場株券等の全部又は一部の買付け

等を行わないこととする条件について記載すること。 等を行わないこととする条件について記載すること。

（４） 応募に関して買付け等をする上場株券等又は返還する上場株券等 （４） 応募に関して買付け等をする上場株券等又は返還する上場株券等

ａ 当該応募株主等から買付け等をする株券等又は当該応募株主等に返還する株券等につ ａ 当該応募株主等から買付け等をする株券等又は当該応募株主等に返還する株券等につ

いて記載すること。 いて記載すること。

ｂ 該当する事項がない場合には、欄を適宜省略しても差し支えない。 ｂ 該当する事項がない場合には、欄を適宜省略しても差し支えない。（ハ）において同

じ。

ｃ 「対価とする有価証券等」欄には、有価証券その他金銭以外のものをもって買付け等 ｃ 「対価とする有価証券等」欄には、有価証券その他金銭以外のものをもって買付け等

の対価とする場合の当該有価証券等の種類及び数を記載すること。 の対価とする場合の当該有価証券等の種類及び数を記載すること。

ｄ 「買付代金等」欄の記載中、差引手取金額欄を追加しても差し支えない。 ｄ 「買付代金等」欄の記載中、差引手取金額欄を追加しても差し支えない。

ｅ 「計算方法」欄には、あん分比例方式により買付等をする場合に、株券等の種類ごと ｅ 「計算方法」欄には、あん分比例方式により買付等をする場合に、株券等の種類ごと

に「買付け等をする株券等の数」の計算方法を記載すること。 に「買付け等をする株券等の数」の計算方法を記載すること。

（５） 決済の方法 （５） 決済の方法

「決済の方法」欄には、買付け等の代金を支払い、又は買付け等の対価として有価証券 「決済の方法」欄には、買付け等の代金を支払い、又は買付け等の対価として有価証券

等を引き渡す際この通知書の呈示を求めること等、決済の方法を具体的に記載すること。 等を引き渡す際この通知書の呈示を求めること等、決済の方法を具体的に記載すること。



○ 発 行 者 に よ る 上 場 株 券 等 の 公 開 買 付 け の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 六 年 大 蔵 省 令 第 九 十 五 号）

改 正 案 現 行

第二号様式 第二号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 公開買付届出書 【提出書類】 公開買付届出書

【提出先】 関東財務局長 【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日 【提出日】 平成 年 月 日

【届出者の名称】(１-２) 【届出者の名称】(１-２)

【届出者の所在地】 【届出者の所在地】

【 寄りの連絡場所】 【 寄りの連絡場所】

【電話番号】 【電話番号】

【事務連絡者氏名】 【事務連絡者氏名】

【代理人の氏名又は名称】(１-３) 【代理人の氏名又は名称】(１-３)

【代理人の住所又は所在地】 【代理人の住所又は所在地】

【 寄りの連絡場所】 【 寄りの連絡場所】

【電話番号】 【電話番号】

【事務連絡者氏名】 【事務連絡者氏名】

【縦覧に供する場所】⑵ 名称 【縦覧に供する場所】⑵ 名称

（所在地） （所在地）

第１【公開買付要項】 第１【公開買付要項】

１【買付け等をする上場株券等に係る株式の種類】 １【買付け等をする上場株券等に係る株式の種類】

２【買付け等の目的】⑶ ２【買付け等の目的】⑶

３【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】⑷ ３【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】⑷

⑴【発行済株式の総数】 ⑴【発行済株式の総数】

株（ 年 月 日現在） 株（ 年 月 日現在）

⑵【株主総会における決議内容】 ⑵【株主総会における決議内容】

種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円） 種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円）

⑶【取締役会における決議内容】 ⑶【取締役会における決議内容】

種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円） 種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円）



⑷【その他（ ）】 ⑷【その他（ ）】

種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円） 種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円）

⑸【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】 ⑸【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円） 種 類 総 数（株） 取得価額の総額（円）

４【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】⑸ ４【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】⑸

⑴【買付け等の期間】 ⑴【買付け等の期間】

買付け等の期間 年 月 日から 年 月 日まで（ 日間） 買付け等の期間 年 月 日から 年 月 日まで（ 日間）

公告日 公告日

公告掲載新聞名 公告掲載新聞名

⑵【買付け等の価格等】 ⑵【買付け等の価格等】

株式の種類 買付け等の価格 株式の種類 買付け等の価格

算定の基礎 算定の基礎

算定の経緯

⑶【買付予定の上場株券等の数】 ⑶【買付予定の上場株券等の数】

株式の種類 買付予定数 超過予定数 計 株式の種類 買付予定数 超過予定数 計

（株） （株） （株）



合計 合計

５【上場株券等の取得に関する許可等】⑹ ５【上場株券等の取得に関する許可等】⑹

⑴【上場株券等に係る株式の種類】 ⑴【上場株券等に係る株式の種類】

⑵【根拠法令】 ⑵【根拠法令】

⑶【許可等の日付及び番号】 ⑶【許可等の日付及び番号】

６【応募及び契約の解除の方法】⑺ ６【応募及び契約の解除の方法】⑺

⑴【応募の方法】 ⑴【応募の方法】

⑵【契約の解除の方法】 ⑵【契約の解除の方法】

⑶【上場株券等の返還方法】 ⑶【上場株券等の返還方法】

⑷【上場株券等の保管及び返還を行う証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地】 ⑷【上場株券等の保管及び返還を行う証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地】

７【買付け等に要する資金】⑻ ７【買付け等に要する資金】⑻

⑴【買付け等に要する資金】 ⑴【買付け等に要する資金】

買付代金（円）⒜ 買付代金⒜

買付手数料⒝ 買付手数料⒝

その他⒞ その他⒞

合計⒜＋⒝＋⒞ 合計⒜＋⒝＋⒞

⑵【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】 ⑵【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

８【決済の方法】⑼ ８【決済の方法】⑼

⑴【買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地】 ⑴【買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地】

⑵【決済の開始日】 ⑵【決済の開始日】

⑶【決済の方法】 ⑶【決済の方法】

⑷【上場株券等の返還方法】 ⑷【上場株券等の返還方法】

９【その他買付け等の条件及び方法】⑽ ９【その他買付け等の条件及び方法】⑽

⑴【法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３第４項第２号に掲げる ⑴【法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３第４項第２号に掲げる

条件の有無及び内容】 条件の有無及び内容】

⑵【公開買付けの撤回等の開示の方法】 ⑵【公開買付けの撤回等の開示の方法】

⑶【応募株主等の契約の解除権についての事項】 ⑶【応募株主等の契約の解除権についての事項】

⑷【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】 ⑷【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

⑸【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】 ⑸【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

⑹【公開買付けの結果の開示の方法】 ⑹【公開買付けの結果の開示の方法】



第２【公開買付者の状況】 第２【公開買付者の状況】

１【発行者の概要】⑾ １【発行者の概要】⑾

⑴【発行者の沿革】 ⑴【発行者の沿革】

⑵【発行者の目的及び事業の内容】 ⑵【発行者の目的及び事業の内容】

⑶【資本金の額及び発行済株式の総数】 ⑶【資本金の額及び発行済株式の総数】

２【経理の状況】⑿ ２【経理の状況】⑿

⑴【貸借対照表】 ⑴【貸借対照表】

⑵【損益計算書】 ⑵【損益計算書】

⑶【株主資本等変動計算書】 ⑶【株主資本等変動計算書】

３【株価の状況】⒀ ３【株価の状況】⒀

証券取引所名又は証券業 証券取引所名又は証券業

協会名 協会名

月別 月別

高株価 高株価

低株価 低株価

（記載上の注意） （記載上の注意）

⑴ 一般的事項 ⑴ 一般的事項

ａ 外国会社による上場株券等の買付け等である場合には、本様式の記載事項及び記載上の注 ａ 外国会社による上場株券等の買付け等である場合には、本様式の記載事項及び記載上の注

意に準じて記載すること。ただし、「第２ 公開買付者の状況」の「２ 経理の状況」につ 意に準じて記載すること。ただし、「第２ 公開買付者の状況」の「２ 経理の状況」につ

いては、企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和４８年大蔵省令第５号）第七号様式記載 いては、企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和４８年大蔵省令第５号）第七号様式記載

上の注意(49)に準じて 近３事業年度について記載すること。 上の注意(49)に準じて 近３事業年度について記載すること。

ｂ 買付け等をする上場株券等が株券預託証券である場合には、本様式の記載事項及び記載上 ｂ 買付け等をする上場株券等が株券預託証券である場合には、本様式の記載事項及び記載上

の注意に準じて記載すること。 の注意に準じて記載すること。

(1-2) 届出者の名称 (1-2) 届出者の名称

法第２７条の３０の５第１項の規定により公開買付届出書を書面で提出する場合には、「 法第２７条の３０の５第１項の規定により公開買付届出書を書面で提出する場合には、「

届出者の名称」の下に代表者の役職氏名を記載し、併せて代表者印を押印すること（届出者 届出者の名称」の下に代表者の役職氏名を記載し、併せて代表者印を押印すること（届出者

が非居住者である場合には、その代表者が署名すること。）。 が非居住者である場合には、その代表者が署名すること。）。

(1-3) 代理人の氏名又は名称 (1-3) 代理人の氏名又は名称

非居住者が届出をする場合に、本邦内に住所又は事務所を有するものであって、公開買付 非居住者が届出をする場合に、本邦内に住所又は事務所を有するものであって、公開買付

けに係る書類の提出に関する一切の行為につき公開買付者を代理する者（以下この(1-3)に けに係る書類の提出に関する一切の行為につき公開買付者を代理する者（以下この(1-3)に

おいて「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称及び代表者の おいて「代理人」という。）の氏名（代理人が法人である場合には、その名称及び代表者の

氏名）を記載すること（法第２７条の３０の５第１項の規定により公開買付届出書を書面で 氏名）を記載すること（法第２７条の３０の５第１項の規定により公開買付届出書を書面で

提出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場 提出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場

合には、その代表者）が署名すること。）。 合には、その代表者）が署名すること。）。

⑵ 縦覧に供する場所 ⑵ 縦覧に供する場所



第２２条第２項及び第３項の規定による縦覧について記載すること。 第２２条第２項及び第３項の規定による縦覧について記載すること。

⑶ 買付け等の目的 ⑶ 買付け等の目的

自己の株式を取得する目的等について具体的に記載すること。 自己の株式を取得する目的等について具体的に記載すること。

また、買付け等の後、当該株券等が上場又は店頭登録の廃止となる見込みがある場合には、

その旨及び理由について具体的に記載すること。

⑷ 株主総会又は取締役会の決議等の内容等 ⑷ 株主総会又は取締役会の決議等の内容等

ａ 「発行済株式の総数」欄には、公開買付開始公告を行った日の発行済株式の総数を記載す ａ 「発行済株式の総数」欄には、公開買付開始公告を行った日の発行済株式の総数を記載す

ること。 ること。

なお、新株予約権証券又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正す なお、新株予約権証券又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１３年法律第１２９号）第１９条第 る法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１３年法律第１２９号）第１９条第

２項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同 ２項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同

条第３項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券（以下ａにおいて「旧転 条第３項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券（以下⑴において「旧転

換社債等」という。）を発行している場合を含む。）の「発行済株式の総数」欄に記載すべ 換社債等」という。）を発行している場合を含む。）の「発行済株式の総数」欄に記載すべ

き発行済株式の総数については、当該新株予約権の行使（旧転換社債等の権利行使を含む。 き発行済株式の総数については、当該新株予約権の行使（旧転換社債等の権利行使を含む。

）によるものに限り、公開買付届出書の提出日の属する月の前月末のものについて記載する ）によるものに限り、公開買付届出書の提出日の属する月の前月末のものについて記載する

ことができる。ただし、その旨を注記すること。 ことができる。ただし、その旨を注記すること。

ｂ 「株主総会における決議内容」欄には、当該公開買付けに係る自己の株式の取得について ｂ 「株主総会における決議内容」欄には、当該公開買付けに係る自己の株式の取得について

、会社法第１５６条第１項の規定により株主総会において決議された上場株券等に係る株式 、会社法第１５６条第１項の規定により株主総会において決議された上場株券等に係る株式

の種類、数及び取得価額の総額について記載すること。 の種類、数及び価額の総額について記載すること。

ｃ 「取締役会における決議内容」欄には、当該公開買付けに係る自己の株式の取得について ｃ 「取締役会における決議内容」欄には、当該公開買付けに係る自己の株式の取得について

、会社法第１６５条第３項の規定により読み替えて適用する同法第１５６条第１項の規定に 、会社法第１６５条第３項の規定により読み替えて適用する同法第１５６条第１項の規定に

より取締役会において決議された上場株券等に係る株式の種類、数及び取得価額の総額につ より取締役会において決議された上場株券等に係る株式の種類、数及び価額の総額について

いて記載すること。 記載すること。

ｄ 「その他」欄には、ｂ及びｃ以外の事由により自己の株式を取得する場合について、そ ｄ 「その他」欄には、ｂ及びｃ以外の事由により自己の株式を取得する場合について、そ

の事由ごとに上場株券等に係る株式の種類、数及び価額の総額について記載すること。 の事由ごとに上場株券等に係る株式の種類、数及び価額の総額について記載すること。

ｅ 「上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等」欄には、当該公開買 ｅ 「上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等」欄には、当該公開買

付開始公告を行う日前に既に買付け等を行った上場株券等に係る株式の種類、数及び取得価 付開始公告を行う日前に既に買付け等を行った上場株券等に係る株式の種類、数及び取得価

額の総額を記載すること。 額の総額を記載すること。

⑸ 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数 ⑸ 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数

ａ 買付け等の期間について定めがない場合には、「買付け等の期間」欄にその旨を記載する ａ 買付け等の期間について定めがない場合には、「買付け等の期間」欄にその旨を記載する

こと。 こと。

ｂ 「買付け等の価格」欄には、金銭の額を記載すること。 ｂ 「買付け等の価格」欄には、金銭の額を記載すること。

ｃ 「算定の基礎」欄には、買付価格の算定根拠を具体的に記載し、買付価格が直前の取引に ｃ 「算定の基礎」欄には、買付価格の算定根拠を記載すること。

おける価格と著しく異なる場合には、その差額の内容も記載すること。

ｄ 「算定の経緯」欄には、算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、 （新設）

意見の概要及び当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯を具体的に記載するこ

と。また、買付価格の公正性を担保するためのその他の措置を講じているときは、その具体

的内容も記載すること。

ｅ 「超過予定数」欄には、法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３ ｄ 「超過予定数」欄には、法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３

第４項第２号に掲げる条件を付した場合で、応募上場株券等の数の合計が買付予定数を超え 第４項第２号に掲げる条件を付した場合で、応募上場株券等の数の合計が買付予定数を超え



る場合に、その超える部分のうち買付け等をする上場株券等の数又は上場株券等に係る株式 る場合に、その超える部分のうち買付け等をする上場株券等の数又は上場株券等に係る株式

の種類ごとの数を記載すること。 の種類ごとの数を記載すること。

⑹ 上場株券等の取得に関する許可等 ⑹ 上場株券等の取得に関する許可等

届出日までに許可等がない場合には、「⑶ 許可等の日付及び番号」は記載を要しない。こ 届出日までに許可等がない場合には、「⑶ 許可等の日付及び番号」は記載を要しない。こ

の場合には、当該許可等があった時点で訂正届出書を提出すること。 の場合には、当該許可等があった時点で訂正届出書を提出すること。

⑺ 応募及び契約の解除の方法 ⑺ 応募及び契約の解除の方法

ａ 「⑴ 応募の方法」には、応募の方法を具体的に記載し、募集に際し上場株券等を提供さ ａ 「⑴ 応募の方法」には、応募の方法を具体的に記載し、募集に際し上場株券等を提供さ

せる場合には、その方法を具体的に記載すること。 せる場合には、その方法を具体的に記載すること。

ｂ 「⑵ 契約の解除の方法」には、法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７ ｂ 「⑵ 契約の解除の方法」には、法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７

条の１２第１項の規定による契約の解除の方法について具体的に記載し、令第１４条の３の 条の１２第１項の規定による契約の解除の方法について具体的に記載し、令第１４条の３の

８で定める方法による場合には、解除書面を受領する権限を有する者の氏名又は名称及び本 ８で定める方法による場合には、解除書面を受領する権限を有する者の氏名又は名称及び本

邦内の住所、居所又は所在地を記載すること。 邦内の住所、居所又は所在地を記載すること。

ｃ 応募に際し上場株券等を提供させる場合には、契約の解除があった場合の上場株券等の返 ｃ 応募に際し上場株券等を提供させる場合には、契約の解除があった場合の上場株券等の返

還方法及び返還時期等を「⑶ 上場株券等の返還方法」に記載すること。 還方法及び返還時期等を「⑶ 上場株券等の返還方法」に記載すること。

ｄ 「⑷ 上場株券等の保管及び返還を行う証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地」は、 ｄ 「⑷ 上場株券等の保管及び返還を行う証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地」は、

応募に際し上場株券等を提供させる場合に記載すること。 応募に際し上場株券等を提供させる場合に記載すること。

⑻ 買付け等に要する資金 ⑻ 買付け等に要する資金

ａ 「買付代金」欄には、買付価格に買付予定数と超過予定数との合計を乗じて得た金額を記 ａ 「買付代金」欄には、買付価格に買付予定数と超過予定数との合計を乗じて得た金額を記

載すること。 載すること。

ｂ 「買付手数料」欄には、買付け等に関して手数料を支払う場合に当該手数料の額を記載す ｂ 「買付手数料」欄には、買付け等に関して手数料を支払う場合に当該手数料の額を記載す

ること。 ること。

ｃ 「その他」欄には、公告に要する費用、弁護士に支払う報酬等の額を記載すること。 ｃ 「その他」欄には、公告に要する費用、弁護士に支払う報酬等の額を記載すること。

ｄ 「⑵ 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」には、預金については預金 ｄ 「⑵ 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」には、預金については預金

の種類別に届出日前日（銀行等の休日であるときは、その前日）の銀行等の終業時における の種類別に届出日前日の銀行等の終業時における残高等、借入金等については借入契約の内

残高等、借入金等については借入契約の内容、金額等を記載すること。 容、金額等を記載すること。

⑼ 決済の方法 ⑼ 決済の方法

ａ 「⑶ 決済の方法」には、買付代金を支払う際に買付け等の通知書の呈示を求めること等 ａ 「⑶ 決済の方法」には、買付代金を支払う際に買付け等の通知書の呈示を求めること等

決済の方法を具体的に記載すること。 決済の方法を具体的に記載すること。

ｂ 上場株券等を提供させる場合であって、法第２７条の２２の２第２項において準用する法 ｂ 上場株券等を提供させる場合であって、法第２７条の２２の２第２項において準用する法

第２７条の１１第１項の規定による公開買付けに係る申込の撤回及び契約の解除があった場 第２７条の１１第１項の規定による公開買付けに係る申込の撤回及び契約の解除があった場

合及び法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３第４項第２号に掲げ 合及び法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３第４項第２号に掲げ

る条件を付した場合であって当該条件に基づき応募上場株券等の買付け等をしないこととな る条件を付した場合であって当該条件に基づき応募上場株券等の買付け等をしないこととな

った場合には、上場株券等を郵送により返還すること等返還の方法を具体的に記載するとと った場合には、上場株券等を郵送により返還すること等返還の方法を具体的に記載するとと

もに、それぞれの場合について返還開始日を記載すること。 もに、それぞれの場合について返還開始日を記載すること。

⑽ その他買付け等の条件及び方法 ⑽ その他買付け等の条件及び方法

ａ 「⑴ 法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３第４項第２号に掲 ａ 「⑴ 法第２７条の２２の２第２項において準用する法第２７条の１３第４項第２号に掲

げる条件の有無及び内容」には当該条件の有無及び内容を記載すること。なお、第２１条第 げる条件の有無及び内容」には当該条件の有無及び内容を記載すること。なお、第２１条第

１項に規定する方法により計算した数の合計と買付け等をする上場株券等の数の合計とが異 １項に規定する方法により計算した数の合計と買付け等をする上場株券等の数の合計とが異

なる場合には、その異なる数の処理について特に詳細に記載すること。 なる場合には、その異なる数の処理について特に詳細に記載すること。

ｂ 「⑵ 公開買付けの撤回等の開示の方法」には、当該公開買付けにより当該上場株券等の ｂ 「⑵ 公開買付けの撤回等の開示の方法」には、当該公開買付けにより当該上場株券等の



買付け等を行うことが他の法令に違反することとなった場合には、撤回等を行うことがある 買付け等を行うことが他の法令に違反することとなった場合には、撤回等を行うことがある

旨を記載するとともに、撤回等の公告又は公表の方法を記載すること。 旨を記載するとともに、撤回等の公告又は公表の方法を記載すること。

ｃ 「⑶ 応募株主等の契約の解除権についての事項」には、法第２７条の２２の２第２項に ｃ 「⑶ 応募株主等の契約の解除権についての事項」には、法第２７条の２２の２第２項に

おいて準用する法第２７条の１２の規定の内容をわかりやすく記載すること。 おいて準用する法第２７条の１２の規定の内容をわかりやすく記載すること。

ｄ 「⑷ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法」には、買付条件等を変更することがあ ｄ 「⑷ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法」には、買付条件等を変更することがあ

る場合にはその旨を記載するとともに、買付条件等の変更の方法及び変更前に既に応募した る場合にはその旨を記載するとともに、買付条件等の変更の方法及び変更前に既に応募した

者の取扱いについて記載すること。 者の取扱いについて記載すること。

ｅ 「⑸ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法」には、訂正届出書を提出した場合におけ ｅ 「⑸ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法」には、訂正届出書を提出した場合におけ

る公告の方法及び公開買付説明書の訂正方法について記載すること。 る公告の方法及び公開買付説明書の訂正方法について記載すること。

ｆ 「⑹ 公開買付けの結果の開示の方法」には、公開買付期間の末日の翌日に公告又は公表 ｆ 「⑹ 公開買付けの結果の開示の方法」には、公開買付期間の末日の翌日に公告又は公表

を行う旨及びその方法について記載すること。 を行う旨及びその方法について記載すること。

⑾ 発行者の概要 ⑾ 発行者の概要

ａ 「⑴ 発行者の沿革」には、創立の経緯、商号の変更、合併、増減資等による資本の変動 ａ 「⑴ 発行者の沿革」には、創立の経緯、商号の変更、合併、増減資等による資本の変動

、事業目的の変更、工場の新設等主な変遷につき簡単に記載すること。 、事業目的の変更、工場の新設等主な変遷につき簡単に記載すること。

ｂ 「⑵ 発行者の目的及び事業の内容」には、定款に記載された目的を記載し、現在営んで ｂ 「⑵ 発行者の目的及び事業の内容」には、定款に記載された目的を記載し、現在営んで

いる事業についてわかりやすく説明すること。 いる事業についてわかりやすく説明すること。

ｃ 「⑶ 資本金の額及び発行済株式の総数」には、届出日現在の資本金の額及び発行済株式 ｃ 「⑶ 資本金の額及び発行済株式の総数」には、届出日現在の資本金の額及び発行済株式

の総数を記載すること。 の総額を記載すること。

⑿ 経理の状況 ⑿ 経理の状況

ａ 次に掲げる場合に応じ、次に掲げるものを記載すること。 ａ 次に掲げる場合に応じ、次に掲げるものを記載すること。

⒜ 公開買付者が有価証券報告書の提出者であって連結財務諸表（連結財務諸表の用語、様 ⒜ 公開買付者が有価証券報告書の提出者であって連結財務諸表（連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省令第２８号）の規定により作成した連結 式及び作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省令第２８号）の規定により作成した連結

財務諸表をいう。以下同じ。）を作成している場合 財務諸表をいう。以下同じ。）を作成している場合

連結財務諸表（連結附属明細表を除く。）を記載すること。 連結財務諸表（連結附属明細表を除く。）を記載すること。

⒝ ⒜以外の場合 ⒝ ⒜以外の場合

「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号） 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）

の規定により作成した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に限 の規定により作成した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に限

る。以下同じ。）を記載すること。ただし、同規則第２条の規定により他の法令、準則等 る。以下同じ。）を記載すること。ただし、同規則第２条の規定により他の法令、準則等

の定めるところにより財務諸表を作成している場合には、当該財務諸表を記載し、その旨 の定めるところにより財務諸表を作成している場合には、当該財務諸表を記載し、その旨

注記すること。 注記すること。

なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成することが困難であ なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成することが困難であ

るときには、その国の法令の規定又は慣習により作成した財務諸表を記載することができ るときには、その国の法令の規定又は慣習により作成した財務諸表を記載することができ

る。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をしているも る。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をしているも

のがあれば、それについてわかりやすく説明すること。 のがあれば、それについてわかりやすく説明すること。

ｂ これらの財務諸表は、 近３事業年度のものを掲げることとし、事業年度順に左側から右 ｂ これらの財務諸表は、 近３事業年度のものを掲げることとし、事業年度順に左側から右

側に配列して記載すること。ただし、 近事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降届出 側に配列して記載すること。ただし、 近事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降届出

書提出日までの間に半期報告書を提出している場合には、 近３事業年度の財務諸表ととも 書提出日までの間に半期報告書を提出している場合には、 近３事業年度の財務諸表ととも

に中間連結貸借対照表（ａ⒝の場合にあっては、中間貸借対照表）及び中間連結損益計算書 に中間連結貸借対照表（ａ⒝の場合にあっては、中間貸借対照表）及び中間連結損益計算書

（ａ⒝の場合にあっては、中間損益計算書）を掲げること。 （ａ⒝の場合にあっては、中間損益計算書）を掲げること。

ｃ 金額の表示は原則として百万円単位とすること。 ｃ 金額の表示は原則として百万円単位とすること。



⒀ 株価の状況 ⒀ 株価の状況

届出日の属する月前６月間の月別及び届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期間 届出日の属する月前６月間の月別及び届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期間

に区分して、次に掲げる事項を記載すること。 に区分して、次に掲げる事項を記載すること。

ａ 株式が証券取引所に上場されている場合には、主要な１証券取引所の市場相場を記載し、 ａ 株式が証券取引所に上場されている場合には、主要な１証券取引所の市場相場を記載し、

当該証券取引所名を記載すること。 当該証券取引所名を記載すること。

ｂ 株式が法第７６条に規定する店頭売買有価証券として証券業協会に登録している場合には ｂ 株式が法第７６条に規定する店頭売買有価証券として証券業協会に登録している場合には

、当該証券業協会の発表する相場を記載すること。 、当該証券業協会の発表する相場を記載すること。


